
レンタル収納スペース｢トランクルーム１BOX一時利用契約書上の約款

第１条（適用範囲）

本約款は、当社と当社のサービスを利用する顧客（以下契約者という）

の合意のもとに、両者に適用されます。

第２条（サービス内容）

当社は当社の施設または当社が管理する施設内において、間仕切り

または壁面等で仕切られた一定の区画スペースを利用者に賃貸します。

従って、当社は収納物品についての保管責任を負うものではありません。

第３条 (自然災害火事、盗難他 ）

保管されている 物品が雷 洪水 台風 地震などによる自然災害 及び

火災 水害による損傷、盗難被害、収納している物品のカビや埃の付着などは

一切、責任は持てません。各自保険にご加入されるか事前に

安全な場所へ移動をお勧めします。

第４条（収納物品の制限）

当社スペースに次のような物品を収納することは出来ません。

① 貴金属、現金、有価証券、貴重品

② 動物、植物等の生物

③ 腐敗しやすい物品、不潔な物品

④ 湿気のある物品、湿気を発する物品、強い臭気を発する物品

⑤ 危険物・可燃物（火薬類等）

⑥ 人身、財産及び生活等に危害を及ぼす可能性のある物品

⑦ 公序良俗に反する物品、違法な物品

⑧ その他、収納にふさわしくないと当社が判断するもの

第５条

１契約者は、当社サービスの利用に際し、

当社の定めた利用申し込み書を提出しなければなりません。

２当社は申込書の内容が事実と相違するために生じた損害

については責任を負いません。



第６条 （連帯保証人）

１当社は契約者の申し込みに際して、連帯保証人の保証書および

印鑑証明の提出および身元を証明するために必要な健康保険証、

運転免許証等の提出を求めることができます。

２契約者の当社に対する一切の債務について、保証人は契約者と

連帯して履行の責に応じなければなりません。

第７条（契約書等）

１当社は、契約者が当社サービスを利用開始するときは、契約書等を

交付いたします。

２本契約は譲渡、転貸または担保に供することができません。

３契約書記載の住所、氏名、印鑑等を変更したときおよび契約書

を紛失したときは、遅延なく当社に届けなければなりません。

第８条（賃貸スペースへの立入り）

１ 当社は収納物品が当利用取り決めに違反する疑いがあるとき、

または当社または第三者に損害を与えたか、与える恐れがある

ときは、契約者の同意を得ず、スペースに立入り収納物品を

検査することが出来ます。

２ 当社は、緊急の必要がありと判断した時は、収納物品を搬出

することが出来ます。

この場合，当社は契約者に遅延なくその旨を通知します。

第９条（収納物品の出し入れ等）

契約者は当社の発行貸与する鍵により、当社が定める営業時間内

においては自由に出し入れをすることが出来ます。但し ２１時から

翌朝７時までの時間帯はご近所に配慮し速やかに利用することとする

（店舗は年中無休２４時間出し入れ自由です)

第１０条（不適収納物品の処置）

１当社は、収納物品が変質、毀損等により収納に適さないと認めたとき、

ならびに当社または第三者に損害を与える恐れがあると認められるときは，

契約者に対し、相当の期間を定めて必要な処置を行うよう催告する

ことができます。

２契約者は催告を受けた時は遅延なく必要な処置を 行わなければなりません。

３契約者が、当社の定めた期間内に前項の催告に応じない場合又は催告する

いとまがない場合は、当社は収納物品の廃棄その他必要な処置を行うこと

が出来ます。この場合，当社は利用者に遅延なくその旨を通知します。



が出来ます。この場合，当社は利用者に遅延なくその旨を通知します。

第１１条（利用場所の変更）

施設の改装その他止むを得ない事由が

ある場合は、契約者の同意を得て、他の施設に

収納物品を移動することができます。ただし、同意を求める

いとまがない場合は、事後に契約者に対し遅延なくその旨を通知します。

第１２条（契約の解除）

１当社は、次の事由がある場合は、契約を解除することができます。

① 収納物品が取り決めに違反することが明らかとなったとき。

② 契約者が収納物品の検査を拒否したとき。

③ 契約者が利用料金を３ヶ月以上支払わなかったとき。

④ 収納物品が当社または第三者に損害を与えたときまたは

与える恐れがあると判断したとき。

２当社は当契約のサービス内容を提供出来なくなった場合または

営業を休止しようとする場合は、契約を解除することができます。

この場合は、解除日の３ヶ月以前に利用者に対し、その旨を

予告するものとします。

３当社が、第１項①～④の規定により契約を解除した場合は契約者は遅延

なく利用料金その他の費用および延滞金を支払い、

収納物品を引き取らなければなりません。

４当社は、第１項または第２項の規定により契約を解除した場合、

これによる損害については、責任を負いません。

第１３条 （契約者の責任）

契約者は、故意または過失により当施設または当施設を利用する他の顧客

に損害を与えた時は、その賠償の責任を負わなければなりません。

第１４条 （解約）

１契約者は、契約期間の満了その他の事由により解約する場合は

物品引取証に必要事項を記入し、印鑑を押印した上で、

これを当社に提出しなければなりません。

２利用者は、解約手続き終了時すみやかに当施設のメインキーを返還

しなければなりません。

３解約月の利用料金は満額領収となり、日割りはできません。



第１５条（引き取りされない収納物品の扱い）

１当社は、契約者が収納物品を引き取ることを拒み、若しくは引き取る

ことができず、または当社の過失なくして契約者を確認することが

できない場合であって、契約者に対し期限を定めて収納物品の

引き取りの催告をしたにもかかわらずその期限内に引き取りがされない

時は、催告をした日から９０日を経過した後は、利用者に予告した上で、

収納物品の売却、その他の処分をすることができます。

ただし、収納物品が腐敗または変質する恐れがあるものの場合は

契約者に予告した上で、引き取り期限後直ちに 収納物品の処分をする

ことができます。

２当社は、前項の規定により処分等をした場合は、契約者に遅延なく

その旨を通知します。

３当社は、第1項の規定により売却をした場合は、その代価から

利用料金、その他の費用および延滞金ならびに売却のために要した

費用を控除し、残額があるときはこれを利用者に返還し、

不足があるときは契約者に対しその支払いを請求します。

４当社は、第１項の規定により期限内に引き取りがされない時は

契約者に予告することなく、当社の施設から収納物品を取り出し、

他に移すことができます。この場合においても、契約者は保管料

相当額を支払うものとします。

５当社は、前項の規定により収納物品に生じた損害にいては、

責任を負いません。

第１６条（料金の支払い）

契約者は当社が定めた利用料金等を、毎月２７日までに翌月分を、

指定口座振込にて支払わなければなりません。

ゆうちょ銀行引き落としの場合も毎月27日に翌月分を引き落とし

させて頂きます。

第１７条（延滞金）

契約者は、当社が定めた日までに前条の料金を支払わない場合は

その日の翌日から支払いのあった日まで年率６％の割合で延滞金を

支払わなければなりません。



第１８条 （料金の変更）

当社は、利用料金を変更する場合は、変更する日の１ヶ月前までに利用者

に通知します。（個人情報保護）

第１９条

当社は個人情報保護法に基づき、契約行為等から得た契約者等の

個人情報を適切に管理運用いたします。

第２０条（営業時間と営業日）

営業日および営業時間は施設利用時間２４時間

２１時から８時までの出し入れは ご近所様にご迷惑かからないようお願いします。

弊社休業日 毎週 土曜日 日曜日 祝日

受付 お問い合わせ ９：００から～１８：００

メールによる お問い合わせ ２４時間対応

返信２４時間以内 休日は含まず。

第２１条（利用規則）

１トイレ、水道、電源コンセントはありません。

家庭ごみの持ち込み禁止です。

２契約ルーム以外の共有部分

通路廊下、駐車スペース等に物を 置かないで下さい。

３駐車スペースへの長時間駐車は禁止です。

また、施設内での事故、駐車違反は当社では責任負えません。

４当施設内 敷地内とも禁煙です。

(株）八ヶ岳ホームサービス

代表：白樫 春男

山梨県北杜市長坂町小荒間70-31

TEL 0551-32-7551


